
令和７年（2025年）１月３０日

令和６年度第2回 豊中市国民健康保険運営協議会
資料1

令和７年度分の国民健康保険料の料率等について



令和６年度 国保特別会計決算見込

（１） 収支見込みについて
前年度収支差引額 544,666千円

単年度収支見込額 ▲451,117千円

※千円単位で表示するにあたって、各項目ごとに端数調整しているため、合計や差し引き等と一致しない場合があります。

歳入総額 38,890,792千円

歳出総額 38,797,243千円

収支差引見込額 93,549千円
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［単位：千円］

予算現額 決算見込 差引増減 予算現額 決算見込 不用額

8,375,250 8,017,737 ▲357,513 958,097 958,097 0

41 41 0 27,592,049 25,085,360 2,506,689

0 29,422 29,422 12,314,267 12,314,265 2

28,284,712 25,765,511 ▲2,519,201 6 0 6

4,619,753 4,503,847 ▲115,906 377,600 344,692 32,908

27,524 544,666 517,142 1 1 0

29,568 29,568 0 94,828 94,828 0

41,336,848 38,890,792 ▲2,446,056 41,336,848 38,797,243 2,539,605

繰越金 公債費

諸収入 諸支出金

合計 合計

国庫支出金 国保事業費納付金

府支出金 共同事業拠出金

一般会計繰入金 保健事業費

歳入 歳出

保険料 総務費

使用料及び手数料 保険給付費



令和6年度国保特別会計決算見込

（２） 保険料について

●現年度分収納率見込み 92.71％ （府標準収納率 92.91％ 目標収納率 93.20％）

●過年度分収納率見込み 20.57％ （目標収納率 19.00％）

（一般、退職）

（３） 保険給付費について

令和６年度決算見込み 一人当たり 381,898円（被保険者数 65,686人）

↑ 対前年度決算比 0.89％増

（参考）令和５年度決算 一人当たり 378,537円（被保険者数 69,049人）

2



令和７年度予算（案）
令和７年度（2025年度）国民健康保険事業特別会計予算（案）

総額37,478,233千円

※令和７年度当初予算の額は調整中のものであり、最終案は変わることがあります。
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［単位：千円］

令和7年度
(2025年度）
当初予算

令和6年度
(2024年度）
当初予算

差引増減
令和7年度
(2025年度）
当初予算

令和6年度
(2024年度）
当初予算

差引増減

7,779,898 8,375,250 ▲595,352 977,037 927,403 49,634

41 41 0 25,048,370 27,592,049 ▲2,543,679

15,900 0 15,900 11,070,474 12,314,267 ▲1,243,793

25,752,981 28,282,565 ▲2,529,584 0 6 ▲6

3,899,697 4,587,018 ▲687,321 326,101 373,412 ▲47,311

1 1 0 1 1 0

29,715 29,568 147 56,250 67,305 ▲11,055

37,478,233 41,274,443 ▲3,796,210 37,478,233 41,274,443 ▲3,796,210

歳入 歳出

保険料 総務費

使用料及び手数料 保険給付費

国保事業費納付金国庫支出金

共同事業拠出金府支出金

保健事業費一般会計繰入金

公債費繰越金

諸支出金

合計 合計

諸収入
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（1）保険料
① 保険料率・賦課限度額について

令和7年度 令和６年度 差引

(大阪府統一保険料率) (大阪府統一保険料率)

所得割 9.30% 9.56% ▲ 0.26%

均等割 34,424円 35,040円 ▲ 616円

平等割 33,574円 34,803円 ▲ 1,229円

賦課限度額 650,000円 650,000円 0円

所得割 3.02% 3.12% ▲ 0.10%

均等割 11,034円 11,167円 ▲ 133円

平等割 10,761円 11,091円 ▲ 330円

賦課限度額 240,000円 220,000円 20,000円

所得割 2.56% 2.64% ▲ 0.08%

均等割 18,784円 19,389円 ▲ 605円

賦課限度額 170,000円 170,000円 0円

基 礎 賦 課 額

後 期 高 齢 者 支 援 金 等
賦 課 額

介 護 納 付 金
賦 課 額

令和6年度以降は、事業費納付金算定時に使用した賦課限度額となる



② 一人当たり保険料

年額 146,865 円

（年額 4,295円減 月額 358円減）

（1）保険料
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（増要因）
●前期高齢者交付金の減少
●高額医療負担金の減少
●普通調整交付金の減少

（減要因）
●介護納付金の減少
●特別調整交付金の増

主な変動要因【概要】

（参考）R5年度からR6年度の増額

（年額 8,449円増 月額 702円増）

（大阪府推計）

令和6年度第3回大阪府市町村主管課長会議資料より



（単位：千円）

差引増減

682,459637,506

8,375,250

介護分

▲143,985

保険料　計 7,779,898 ▲ 595,352

後期高齢者分

医療分 ▲406,414

1,870,184

▲ 44,953

1,726,199

令和7年度予算案 令和6年度当初予算

5,416,193 5,822,607

（1）保険料
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③ 予算上の収納率

現年度分 92.97％ （前年度 92.91％）

過年度分 20.00％ （前年度 20.00％）

④ 保険料の予算額



（2）府支出金

・府支出金 25,752,981千円

● 保険給付費等交付金 25,712,981千円

① 普通交付金 25,589,475千円

（前年度 28,062,046千円、対前年度▲2,472,571千円）

保険給付費及び保健事業などの共通基準分の支出実績に応じ、交付される。

② 特別交付金 123,506千円

（前年度 180,519千円、対前年度▲57,013千円）

市町村の個々の事情や取り組みの評価により、交付される保険者努力支援分など
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（3）一般会計繰入金

〔増要因〕
〇 資格確認書・資格確認のお知らせに係る

委託料、郵送料などの増に伴う職員給与費
等繰入金の増

〇 産前産後保険料免除の増
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〔減要因〕
〇 財政安定化支援事業の減
〇 基盤安定繰入金の減

・被保険者数、保険料率減によるもの
〇 出産育児一時金繰入金精算額の減

（単位：千円）

令和7年度
予算（案）

令和6年度
当初予算

前年度比

総　計 3,899,697 4,587,018 ▲ 687,321

法　定　分 3,861,522 4,538,298 ▲ 676,776

　うち基盤安定繰入金 2,682,877 2,861,929 ▲ 179,052

　うち未就学児均等割保険料繰入金 23,350 25,313 ▲ 1,963

　うち産前産後保険料免除 9,029 2,665 6,364

法　定　外　分 38,175 48,720 ▲ 10,545

　　うち地方単独事業減額調整分 38,175 48,720 ▲ 10,545

　うち市独自軽減・減免分 0 0 0



（４）保険給付費
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療養諸費（療養給付費＋療養費）
● 保険者負担額 21,341,947千円

（前年度 23,682,601千円、対前年度 ▲2,340,654千円）
● 一人当たり給付額 339,084円

（対前年度伸び率 予算比 ▲5.9％、決算見込比 3.8％）
● 被保険者数 62,940人

（ 前年度 65,748人、対前年度 ▲2,808人）



（５） 国民健康保険事業費納付金

11,070,474千円
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※財政調整事業について
被保険者の負担軽減及び令和６年度の保険料完全統一後の国民健康保険の安定的な財政運営の確
保を図るため、府内統一保険料の抑制・平準化を図る

うち 保険料徴収分【標準収納率：92.97％】 9,580,876千円
うち 公費負担部分（保険者支援制度、財政安定化支援事業等）

1,260,517千円
うち 財政調整事業（事業費納付金分） 42,575千円
うち 財政調整事業（過年度保険料収納見込） 187,210千円
うち 出産育児一時金（国庫補助分）の精算 ▲779千円



財政調整事業の対象となる市の財源
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〇事業費納付金を通じた 保険料抑制

〇財源配分等の見直しによる 保険料抑制・平準化

財源 内容

市繰越金 被保険者1人あたり額を令和６年度より３年分割で府に納付して大阪府統一保険料抑制
財源として活用 令和 6年度：681 円 / 人 44,774,388円 令和7年度：680円/人（R7被保
険者数推計）62,611人 42,575,480円 令和8年度（予定）：680円/人

（5）国民健康保険事業費納付金

財源 内容

府2号繰入金 令和5年度までは市の保険料抑制財源としていた。令和６年度からは大阪府統一保険料
抑制財源として活用

過年度保険料収納見込 これまでも一定割合を大阪府統一保険料抑制財源としており、令和7年度は60％を活用



（６）保健事業費

① 特定健康診査等事業費 186,492千円（前年度 207,381千円）

・特定健診及び特定保健指導の実施

② 疾病予防費 135,104千円（前年度 158,316千円）

・人間ドック・脳ドックの費用の助成

・保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく事業実施

③ 保健衛生普及費 4,505千円（前年度 7,715千円）

・公的体育施設の利用料の補助

・ジェネリック医薬品の普及啓発
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（７）令和７年度に向けた制度改正

１．均等割・平等割軽減の拡充

低所得者に対する保険料の軽減措置について判定所得の改正を予定

均等割・平等割の軽減（令和６年度）

軽減割合 世帯主（納付義務者）と加入者全員の前年中の所得合計金額の合計

5割軽減 43万円+（29.5万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下の世帯

2割軽減 43万円+（54.5万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1））以下の世帯

⇓
均等割・平等割の軽減（令和7年度）

軽減割合 世帯主（納付義務者）と加入者全員の前年中の所得合計金額の合計

5割軽減 43万円+（30.5万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1）以下の世帯

2割軽減 43万円+（56万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1））以下の世帯
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２．高額療養費制度における自己負担限度額の見直し
＜令和7年8月～令和8年7月＞

７０歳未満 現行 見直し後 ７０歳以上 現行 見直し後

252,600円＋1％(※1) 290,400円＋1％(※1) 252,600円＋1％(※1) 290,400円＋1％(※1)

（多数回該当：140,100円） （多数回該当：161,100円） （多数回該当：140,100円） （多数回該当：161,100円）

167,400円＋1％(※2) 188,400円＋1％(※2) 167,400円＋1％(※2) 188,400円＋1％(※2)

（多数回該当：93,000円） （多数回該当：104,700円） （多数回該当：93,000円） （多数回該当：104,700円）

80,100円＋1％(※3） 88,200円＋1％(※3) 80,100円＋1％(※3) 88,200円＋1％(※3)

（多数回該当：44,400円） （多数回該当：48,900円） （多数回該当：44,400円） （多数回該当：48,900円）

57,600円 60,600円 57,600円 60,600円

（多数回該当：44,400円） （多数回該当：46,500円） （多数回該当：44,400円） （多数回該当：46,500円）

35,400円 36,300円 外来特例：18,000円 外来特例：18,000円

（多数回該当：24,600円） （多数回該当：25,200円） 外来年間上限：144,000円 外来年間上限：144,000円

24,600円 25,300円

　※1：総医療費が842,000円を超えた場合の超過額×1％ 外来特例：8,000円 外来特例：8,000円

　※2：総医療費が558,000円を超えた場合の超過額×1％ 15,000円 15,400円

　※3：総医療費が267,000円を超えた場合の超過額×1％ 外来特例：8,000円 外来特例：8,000円

＜令和8年8月～令和9年7月＞　13段階に細分化予定

＜令和9年8月～＞　　　　　　　　 限度額改正予定

現役並み
所得Ⅲ

現役並み
所得Ⅱ

現役並み
所得Ⅰ

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

一般

区分ア

区分イ

区分ウ

区分エ

区分オ



令和７年（2025年）１月３０日

令和６年度第2回 豊中市国民健康保険運営協議会
資料２

平成30年度からの国保広域化について



＜国民健康保険の課題と広域化＞

大阪府及び府内市町村では保険財政の規模を大きくすることにより、予期せぬ医療費増加な
どの財政リスクを軽減することで国民健康保険制度が維持されるという観点から早期に広域
化を達成（完全統一）することとした。⇒令和６年度に保険料率の完全統一を達成

1

【国民健康保険制度の構造的な問題】

• 被保険者の年齢構成が高い

• 一人あたりの医療費水準が高い

• 所得水準が低く保険料の負担が重い

高額な医薬品の使用など
の予期せぬ医療費の増加
による財政リスクが存在

国民健康保険制度をより安定的に運営するため

・平成３０年４月からは大阪府が財政運営の責任主体として加わり、大阪府内の市町村と
共同で国民健康保険制度を運営

【完全統一】



〇府内統一保険料率への移行

＜完全統一までの取組み（豊中市国民健康保険広域化への対応実施計画に基づく取組）＞
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大阪府統一
保険料率

大阪府統一
保険料率

豊中市
保険料率

豊中市
保険料率

令和3 令和4 令和5 令和6
（2021） （2022） （2023） （2024） （2021） （2023） （2024）（年度） （年度）

令和3 令和4 令和5 令和6
（2022）

最終年度にかけて

急激な変動

前計画 第2期計画

（2023） （2024）（年度） （年度）
令和3 令和4 令和5 令和6

（2021） （2022） （2023） （2024） （2021） （2022）

大阪府統一
保険料率

大阪府統一
保険料率

豊中市
保険料率

豊中市
保険料率

令和3 令和4 令和5 令和6

最終年度にかけて

急激な変動

前計画 第2期計画

大阪府国民健康保険運営方針
大阪府と４３市町村の国保が「大阪府で一つの国保」として一体となり、共通認識のもと、持続可能
で安定的な国民健康保険制度を運営できるよう、基本的な考え方を共有するための方針

豊中市国民健康保険 広域化への対応実施計画
大阪府国民健康保険運営方針に基づく国保事業を実施するうえで、府内統一基準、共通基準への円
滑な移行と国保の安定的な運営のために必要な取り組みを具体化することを目的にした計画

⇒府内統一保険料率への段階的な引き上げ

【主な課題への対応】

第1期計画



〇市独自の保険料軽減・減免の廃止
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〇法定外の一般会計繰入の解消

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
（2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度） （2023年度） （2024年度）

所得割軽減 6割 4割 3割 2割 1割 廃止

3割 2割 1割 廃止

1割 廃止

市独自の保険料軽減

⇒市独自の減免等の見直しにより法定外の一般会計繰入の解消を図る

⇒丁寧に周知を行いながら、市独自減免等を府内統一基準にあわせる



＜広域化後の状況＞

4

【一人あたり保険料】

【一人あたり保険給付費】

【収支差引額】

平成３０年度（決算） 令和６年度（決算見込）

豊中市 94,504円 126,487円

平成３０年度（決算） 令和６年度（決算見込）

豊中市（保険給付費/被保険者数） 333,880円 381,898円

大阪府（大阪府市町村主管課長会議資料より） 319,534円 364,138円

府内統一保険料率の変動分反映に加えて、府内統一保険料率と本市の保険料率の差を段階的に解消

医療の高度化等による一人あたりの医療費の上昇傾向に伴い、保険給付費も年々増加

完全統一に向けて繰越金を活用した激変緩和を行いながら府内統一保険料率に移行

平成３０年度（決算） 令和６年度（決算見込）

豊中市 1,309,371千円 93,549千円

【被保険者数】
平成３０年度（平均） 令和６年度（9月末）

豊中市 82,978人 65,686人



医療の高度化等による１人あたり医療費の上昇傾向に伴い、保険給付費も増加しています。また、保
険料を負担する被保険者数の減少や後期高齢者支援金等の負担増などの要因もあり、保険料率は上昇
傾向です。

5

＜広域化達成後の対応＞

〇大阪府及び府内市町村は協力して、府内統一保険料の抑制・平準化のための財政調整事業により、被
保険者の負担軽減及び保険料完全統一後の国民健康保険の安定的な財政運営の確保を今後も図っていき
ます。

〇被保険者の負担が軽減されるよう、さらなる財政措置を引き続き国へ要望しています。

保険料率統一以降は、市町村独自の激変緩和措置が行えないことから、統一保険料率をいかに抑制し
ていくかが重要な課題となります。

【課題】

【状況】

【今後の対応】

〇医療費の増加が見込まれる中、健康づくり・医療費適正化の取組みを推進していきます。
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今後の国民健康保険条例等の改正について 

 

（１）豊中市国民健康保険条例の改正 

○低所得者に対する保険料軽減措置の判定所得基準の改正 

１．概要 

低所得者に対する国民健康保険料軽減措置の判定所得基準に関する規定を

改正するもの。 

２．改正の趣旨等 

  国民健康保険料（均等割・平等割）の軽減については、国の政令に基づき措

置しているところ、令和７年度より軽減判定所得の算定における被保険者数

及び特定同一世帯所属者数に乗ずる金額が、５割軽減の対象となる世帯につ

いては現行の 29.5 万円から 30.5 万円に、２割軽減の対象となる世帯につい

ては現行の 54.5 万円から 56 万円にそれぞれ引き上げられることに伴い、本

市条例の規定を改正するもの。 

３．施行時期 

令和７年４月１日 

 

（２）豊中市国民健康保険条例施行規則の改正 

○一部負担金の徴収猶予期間の延長に係る改正 

１．概要 

急患等により緊急に医療機関などで医療を受けた患者本人の意思等の確認

ができない場合の一部負担金に係る徴収猶予期間の延長を行うもの。 

２．改正の趣旨等 

  急患等により緊急に医療機関などで医療を受けた患者本人の意思や資力の

確認が困難な場合、生活保護部局が職権で生活保護（医療扶助）の開始として

いたところであるが、その後、本人の資力が活用できることが判明した際には

生活保護は廃止となり、医療保険の保険給付分を含めた医療費全額の返還義

務が生じることとなる。 
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本来、国保被保険者は２割から３割の負担で済むところ、１０割負担しなけ

ればならなくなるという不合理の解消のため、急患等の被保険者に対して職権

で生活保護を開始する代わりに、一部負担金及び保険料の徴収猶予を活用すべ

く、期間を現行の６ヶ月以内から１年以内とする通知が国から発出されたこと

を受け、一部負担金の徴収猶予に関する規定を改正するもの。 

なお、保険料の徴収猶予期間延長に係る条例の規定は、令和６年１２月２日

施行済み。 

３．施行時期 

令和７年４月１日 
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